
（様式第４号）

□不利益処分の処分基準

消防局 予防課 危険物係

事故時の応急措置命令（移動タンク貯蔵所）

消防法

第１６条の３第４項

（電話 ６５６－１１９３ ）

市長は、その管轄する区域にある移動タンク貯蔵所の所有者、管理者
又は占有者が、消防法第１６条の３第１項の応急の措置を講じていない
と認めるときは、これらの者に対し、同項の応急の措置を講ずべきこと
を命ずることができる。

○消防法第１６条の３第１項
製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、当該製造
所、貯蔵所又は取扱所について、危険物の流出その他の事故が発生した
ときは、直ちに、引き続く危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険
物の除去その他災害の発生の防止のための応急の措置を講じなければな
らない。

通 達
移動タンク貯蔵所に係る消防法の一部改正等に伴う立入検査及び命令
の運用について（Ｓ６１．１２．２６付け消防危第１２０号）
３ 危険物の流出その他の事故が発生したときの応急措置命令

設定等年月日 平成２６年 ８月 １日設定（平成 年 月 日最終変更）
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